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中心市街地重点路線等クリア作戦について 

 

 

１ 概要 

  「京都市違法駐車等防止条例」に基づき，都心部を中心に，違法駐車等防

止指導員（当室職員）により違法駐車等の解消のための指導・啓発活動を行

うとともに，京都府警察，京都運輸支局及び京都タクシー業務センター等と

連携し，重点路線において，「中心市街地重点路線等クリア作戦」を毎月１回

実施している。 

 

 

２ 実施状況 

 

平成２９年度実績等（４月～１０月分） 

年度 従事者数 
指導・啓発件数 
（ ）は，タクシー 

検挙等件数 

２９（７回） ４４１ 
１，３１８ 

（２１２） 
１５２ 

２８（７回） ４５１ 
１，３４７ 

（２５１） 
１３２ 

 

（参考）平成２８年度実績等 

年度 従事者数 
指導・啓発件数 
（ ）は，タクシー 

検挙等件数 

２８（１２回） ７８８ ２，４５５ 
（４７８） 

２４６ 
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